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市
政
の
お
知
ら
せ

  
勤
務
内
容 
市
内
学
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
児

童
の
育
成
、
指
導

対
象 
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①

小
・
中
学
校
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た
は

保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
方
②
免
許
な
ど

は
無
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
子
育
て
経

験
な
ど
を
有
す
る
方

募
集
人
員 
若
干
人

そ
の
他 
試
験
内
容
な
ど
詳
細
は
募
集
要
項

（
市
役
所
２
階
子
育
て
課
に
あ
り
。
市 

か
ら　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　
可
）
参
照

申 
１
月　

日
㈪
～　

日
㈮
午
前
８
時　

分

１８

２２

３０

～
午
後
５
時　

分
（
正
午
～
午
後
１
時
を

１５

除
く
）
に
申
込
書
と
レ
ポ
ー
ト
を
〒　

們
１９１

８
６
８
６
日
野
市
子
育
て
課
へ
郵
送
ま
た

は
持
参

問 
子
育
て
課　
代
表
緯

 
勤
務
日
数 
週
１
日
ま
た
は
５
日

勤
務
時
間 
午
前
９
時　

分
～
午
後
３
時
※

３０

木
曜
日
は
午
後
０
時　

分
ま
で

３０

時
給 
１
千　

円
２００

対
象 
①
保
育
士
ま
た
は
幼
稚
園
教
諭
の
有

資
格
者
②
児
童
指
導
員
の
有
資
格
者

申 
１
月　

日
㈮
ま
で
に
履
歴
書
、
資
格
書

２９

の
写
し
を
〒　

們
０
０
６
５
旭
が
丘
２
の

１９１

　

の
８
日
野
市
発
達
支
援
課
へ
郵
送
ま
た

４２

市政情報市政情報
HP

採
用
情
報

採
用
情
報

採
用
情
報

平
成　

年
度
学
童
ク
ラ
ブ
嘱
託
指
導
員

２８

募
集

　
HP

平
成　

年
度
エ
ー
ル（
発
達
・
教
育
支
援

２８

セ
ン
タ
ー
）通
園
事
業
嘱
託
員
募
集

は
持
参

問 
発
達
支
援
課
（
緯　

・
８
８
７
７
）

５８９

 
▼
産
休
育
休
代
替
等
教
諭
…　
勤
務
日
時　
月

曜
～
金
曜
日
午
前
８
時　

分
～
午
後
５
時

３０

※
祝
日
を
除
く
。
行
事
な
ど
に
よ
り
勤
務

日
時
の
変
更
あ
り　
対
象　
幼
稚
園
教
諭
免

許
の
有
資
格
者

▼
特
別
支
援
教
育
支
援
員
…　
勤
務
日
時　
月

曜
～
金
曜
日
午
前
８
時　

分
～
午
後
２
時

３０

　

分
※
水
曜
日
は
正
午
ま
で
。
行
事
な
ど

３０に
よ
り
勤
務
日
時
の
変
更
あ
り
。
対
象
園

児
が
在
園
す
る
場
合
に
勤
務
。
夏
季
保
育

（
２
日
程
度
）
を
除
き
春
・
夏
・
冬
休
み

期
間
の
勤
務
な
し　
対
象　
幼
稚
園
教
諭
免

許
ま
た
は
保
育
士
免
許
の
有
資
格
者　
申　

履
歴
書
、
免
許
の
写
し
を
〒　

們
８
６
８

１９１

６
日
野
市
役
所
５
階
学
校
課
へ
郵
送
ま
た

は
持
参

問 
学
校
課　
代
表
緯

 
任
用
期
間 
４
月
１
日
～
平
成　

年
３
月　

２９

３１

日勤
務
時
間 
１
日
４
時
間
（
年
間
勤
務
日
数

　

日
）

２１３内
容 
来
校
者
の
受
け
付
け
、
校
内
巡
回
、

清
掃
、
用
務
員
の
作
業
補
助
な
ど

募
集
人
員 　

人
※
書
類
選
考
後
、
面
接
実

２５

施申 
１
月　

日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
履
歴
書

２２

（
写
真
貼
付
）
と
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏

市
立
幼
稚
園
臨
時
職
員
登
録
者
の
募
集

市
内
小
・
中
学
校
安
全
管
理
員
の
募
集

名
を
記
入
し
た
長
３
封
筒
（　

円
切
手
貼

８２

付
）
を
〒　

們
８
６
８
６
日
野
市
役
所
５

１９１

階
庶
務
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
※
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く

問 
庶
務
課　
代
表
緯

 
募
集
職
種 
事
務
職
員
※
主
に
パ
ソ
コ
ン
を

使
用
し
た
事
務
や
窓
口
業
務

任
用
期
間 
①
４
月
１
日
～
平
成　

年
３
月

２９

　

日
②　

月
１
日
～
平
成　

年
９
月　

日

３１

１０

２９

３０

勤
務
時
間 
週
３
日
で
１
日
７
時
間　

分
４５

報
酬 
月
額　

万
３
千　

円
と
交
通
費

１０

７００

対
象 　

～　

歳

４０

６５

中
高
年
者
の
市
政
嘱
託
員
募
集

募
集
人
員 　

人
程
度
※
書
類
選
考
お
よ
び

１０

面
接（
２
月　

日
㈪
ま
た
は　

日
㈫
）あ
り

１５

１６

申 
１
月　

日
㈭
・　

日
㈮
の
午
前
８
時　

２１

２２

３０

分
～
午
後
５
時
に
、
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

を
本
人
が
市
役
所
４
階
職
員
課
へ
持
参

問 
職
員
課　
代
表
緯

 
募
集
職
種 
臨
床
検
査
技
師

試
験
日 
２
月
９
日
㈫

対
象 
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

５６

で
、
有
資
格
者
ま
た
は
資
格
取
得
見
込
者

募
集
人
員 
若
干
人

平
成　

年
度
市
立
病
院
正
規
職
員
（
臨

２８

床
検
査
技
師
）
募
集

市
政
の
お
知
ら
せ

申 
電
話
連
絡
の
上
、
２
月
２
日
㈫
ま
で
に

所
定
の
試
験
申
込
書
（
写
真
貼
付
。
市
立

病
院
３
階
総
務
課
に
あ
り
。
自
宅
郵
送

可
）、
最
終
学
歴
の
卒
業
証
明
書
（
卒
業
見

込
み
者
は
卒
業
見
込
み
証
明
書
）、
成
績

証
明
書
、
資
格
証
の
写
し
を
〒　

們
０
０

１９１

６
２
多
摩
平
４
の
３
の
１
市
立
病
院
総
務

課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

問 
市
立
病
院
総
務
課
（
緯　
・
２
６
７
７
）

５８１

 
任
用
期
間 
４
月
～
平
成　

年
３
月　

日

２９

３１

勤
務
内
容 
図
書
の
貸
出
・
返
却
・
整
理
、

館
内
外
の
美
化
な
ど

対
象 
以
下
の
全
て
に
該
当
す
る
方
①
図
書

館
に
関
心
が
あ
り
体
力
に
自
信
が
あ
る
②

図
書
館
嘱
託
員
募
集

パ
ソ
コ
ン
で
正
確
に
デ
ー
タ
入
力
が
で
き

る
③　

分
程
度
で
通
勤
可

３０

募
集
人
員 
若
干
人
※
選
考
試
験
あ
り

申 
１
月　

日
㈮
午
後
５
時
ま
で
に
①
所
定

２２

の
履
歴
書
②
勤
務
希
望
調
査
票
③
返
信
用

長
３
封
筒
（　

円
切
手
貼
付
）
を
中
央
図

８２

書
館
へ
本
人
が
持
参
※
①
②
は
市
内
各
図

書
館
に
あ
り
。
図
書
館 

か
ら　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　
可

（　

日
か
ら
）

１５
問 
中
央
図
書
館
（
緯　

・
０
５
８
４
）

５８６

  
縦
覧
期
間 
１
月　

日
㈮
～　

日
㈮
午
前
８

１５

２９
　
HP

市政情報市政情報
HP

構
想
・
計
画
な
ど

構
想
・
計
画
な
ど

構
想
・
計
画
な
ど

日
野
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
変
更

（
案
）（
浅
川
・
秋
川
・
南
多
摩
処
理
区
）

の
縦
覧

時　

分
～
午
後
５
時　

分
※
土
曜
・
日
曜

３０

１５

日
を
除
く

縦
覧
場
所 
市
役
所
３
階
下
水
道
課

主
な
変
更
内
容　
事
業
期
間
の
延
伸

問 
下
水
道
課　
代
表
緯

  　
 
市  
内  
在  
住 
で 
外  
国  
人  
学  
校 
（ 
各  
種  
学  
校 

し 
な
い 
ざ
い 
じ
ゅ
う 

が
い 
こ
く 
じ
ん 
が
っ 
こ
う 

か
く 
し
ゅ 
が
っ 
こ
う

の
う
ち 
外  
国  
人 
を 
対  
象 
と
し
て
、 小  
学  
校 

が
い 
こ
く 
じ
ん 

た
い 
し
ょ
う 

し
ょ
う 
が
っ 
こ
う

お
よ
び 
中  
学  
校 
に 
相  
当 
す
る 
教  
育 
を 
行 
う

ち
ゅ
う 
が
っ 
こ
う 

そ
う 
と
う 

き
ょ
う 
い
く 

お
こ
な

 
学  
校 
）
に 
在  
籍 
し
て
い
る 
児  
童 
・ 
生  
徒 
の

が
っ 
こ
う 

ざ
い 
せ
き 

じ 
ど
う 

せ
い 
と

 
保  
護  
者 
に 
補  
助  
金 
を 
交  
付 
し
ま
す
。

ほ 

ご 
し
ゃ 

ほ 
じ
ょ 
き
ん 

こ
う 
ふ

 
補  
助  
金  
額 　

ほ 

じ
ょ 
き
ん 
が
く 
１
人 

ひ
と
り 
月  
額  
５  
千  
円 
※ 
日  
野  
市  
内 

げ
つ 
が
く 
５ 
せ
ん 
え
ん 

ひ 

の 

し 
な
い

に 
住  
所 
を 
有 
し
、
か
つ 
住  
民  
基  
本  
台  
帳 
に

じ
ゅ
う 
し
ょ 

ゆ
う 

じ
ゅ
う 
み
ん 
き 
ほ
ん 
だ
い 
ち
ょ
う

 
外  
国  
人  
住  
民 
と
し
て 
記  
録 
さ
れ
て
い
た

が
い 
こ
く 
じ
ん 
じ
ゅ
う 
み
ん 

き 
ろ
く

 
期  
間 
の 
月  
数  
分 

き 
か
ん 

つ
き 
す
う 
ぶ
ん

 
対  
象 　

た
い 
し
ょ
う

① 
外  
国  
人  
学  
校 
に 
授  
業  
料 
を 
納  
入 

が
い 
こ
く 
じ
ん 
が
っ 
こ
う 

じ
ゅ 
ぎ
ょ
う 
り
ょ
う 

の
う 
に
ゅ
う

し
た 
保  
護  
者 
② 
保  
護  
者 
お
よ
び 
児  
童 
な
ど

ほ 

ご 
し
ゃ 

ほ 

ご 
し
ゃ 

じ 
ど
う

が
と
も
に 
当  
該  
月 
の 
初  
日 
に 
日  
野  
市  
内 
に

と
う 
が
い 
つ
き 

し
ょ 
に
ち 

ひ 

の 

し 
な
い

 
住  
所 
を 
有 
し
、か
つ 
住  
民  
基  
本  
台  
帳 
に 
外 

じ
ゅ
う 
し
ょ 

ゆ
う 

じ
ゅ
う 
み
ん 
き 
ほ
ん 
だ
い 
ち
ょ
う 

が
い

 
国  
人  
住  
民 
と
し
て 
記  
録 
さ
れ
て
い
る 
方 
、

こ
く 
じ
ん 
じ
ゅ
う 
み
ん 

き 
ろ
く 

か
た

ま
た
は 
記  
録 
さ
れ
て
い
た 
方 

き 
ろ
く 

か
た

 
申  
請  
書  
配  
布 　

し
ん 
せ
い 
し
ょ 
は
い 

ふ 
後  
期  
分 
２ 
月 
１ 
日 
㈪
～　
 
日 

こ
う 

き 
ぶ
ん 

が
つ 

に
ち 

に
ち

２９

㈪
の 
午  
前 
８ 
時 　
 
分 
～ 
午
後 
５ 
時 　
 
分 
※

ご 
ぜ
ん 

じ 

ぷ
ん 

ご
ご 

じ 

ふ
ん

３０

１５

 
土  
曜 
・ 
日  
曜  
日 
、 
祝  
日 
を 
除 
く

ど 
よ
う 

に
ち 
よ
う 
び 

し
ゅ
く 
じ
つ 

の
ぞ

 
申  
請  
方  
法 　

し
ん 
せ
い 
ほ
う 
ほ
う

３ 
月 　
 
日 
㈫

が
つ 

に
ち

（ 
必  
着 
）

ひ
っ 
ち
ゃ
く

ま
で
に 
申 しん

１５

 
請  
書 
を
〒　

們
８
６
８
６ 
日  
野  
市  
役  
所 
３

せ
い 
し
ょ 

ひ 

の 

し 
や
く 
し
ょ

１９１

 
階  
文  
化 
ス
ポ
ー
ツ 
課 
へ 
郵  
送 
ま
た
は 
持  
参 

か
い 
ぶ
ん 
か 

か 

ゆ
う 
そ
う 

じ 
さ
ん

問 
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課　
代
表
緯

子育て・
教育
子育て・
教育 HP

手
当
・
助
成

手
当
・
助
成

手
当
・
助
成

 
外  
国  
人  
学  
校  
児  
童 
・ 
生  
徒 
の 
保  
護  
者 
に

が
い 
こ
く 
じ
ん 
が
っ 
こ
う 
じ 
ど
う 

せ
い 
と 

ほ 

ご 
し
ゃ

 
対 
す
る 
補  
助  
金 
を 
交  
付 

た
い 

ほ 
じ
ょ 
き
ん 

こ
う 
ふ

 　

左
表
の
手
当
を
未
申
請
の
方
は
、
お
早

め
に
申
請
を
。

　

い
ず
れ
の
手
当
て
も
所
得
の
制
限
が
あ

り
、
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 
子
育
て
課　
代
表
緯

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
と
障
害
児
の
養
育

者
に
各
種
手
当
を
支
給
し
ま
す

臨
床
検
査
科

科
長
補
佐　

鈴
木　

憲
康

　

臨
床
検
査
に
は
迅

速
性
を
必
要
と
す
る

検
査
と
日
数
の
か
か

る
検
査
が
あ
り
ま
す

が
、
今
号
で
は
後
者

を
紹
介
し
ま
す
。

　

日
数
の
か
か
る
検
査
に
は
細
胞
診
断
、

組
織
診
断
や
病
理
解
剖
な
ど
を
行
う
「
病

理
検
査
」
と
、
感
染
症
の
原
因
と
な
る
細

菌
や
ウ
イ
ル
ス
の
検
索
、
治
療
の
た
め
の

抗
菌
薬
の
検
索
な
ど
を
行
う「
細
菌
検
査
」

が
あ
り
ま
す
。
処
理
を
行
い
、
顕
微
鏡
や

検
査
機
器
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
た

め
、
早
く
て
２
・
３
日
、
長
い
も
の
で
は

２
カ
月
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
検
査
は
結
果
が
診
断
や
治

療
に
直
接
つ
な
が
る
た
め
、
と
て
も
責
任

の
重
い
検
査
で
す
。

　

当
院
の
臨
床
検
査
技
師
は
細
胞
検
査

士
、
臨
床
微
生
物
検
査
技
師
な
ど
専
門
学

会
の
認
定
資
格
を
取
得
し
、
最
新
技
術
を

身
に
付
け
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
医
師
や
看
護
師
、
薬
剤
師

と
連
携
し
感
染
対
策
チ
ー
ム
（
I
C
T
）

と
し
て
、
地
域
の
病
院
と
連
携
し
、
感
染

対
策
指
導
や
市
内
小
学
校
で
手
洗
い
教
室

を
行
う
な
ど
、
活
動
の
場
所
を
院
外
に
も

広
げ
て
い
ま
す
。

　

次
は
皆
さ
ま
の
地
域
の
学
校
に
行
く
か

も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
時
は
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

実
況
中
継

実
況
中
継

実
況
中
継

実
況
中
継

実
況
中
継

実
況
中
継

市
立
病
院
診
療
室

市
立
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文文
化化 ーツーツ化化化化化化化化化化化化 ーツーツーーツツーーツツツ
スポスポスポスポ

ツツツツツツツ
ちゃんねる！ちゃんねる！ちゃんねる！ちゃんねる！
芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ
Art ＆ Sport ChannelArt ＆ Sport ChannelArt ＆ Sport Channel ⑩

問　文化スポーツ課　代表緯

支給額対象手当

申請の翌月分から
児童１人につき月
額１３,５００円

次のいずれかに該当する平成９年４月２日以降生まれの児童を養育し
ている父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重度の障害者④父ま
たは母が１年以上生死不明⑤父または母から遺棄されている（仕送り、
連絡などが１年以上ない）⑥父または母が１年以上拘禁されている⑦
婚姻によらないで出生（認知されていても認知の父に扶養されていな
ければ受給可）⑧父または母が裁判所からのDV保護命令を受けてい
る

育成手当

申請の翌月分から
児童１人の場合
月額９,９１０円〜
４２,０００円
※児童２人目以降
は加算あり（所得
に応じて変動）

次のいずれかに該当する平成９年４月２日以降生まれ（一定の障害が
ある児童は２０歳未満）の児童を養育している父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重度の障害者④父ま
たは母が１年以上生死不明⑤父または母から遺棄されている（仕送り、
連絡などが１年以上ない）⑥父または母が１年以上拘禁されている⑦
婚姻によらないで出生（認知されていても、認知の父に扶養されてい
なければ受給可）⑧父または母が裁判所からのDV保護命令を受けて
いる

児童扶養
手当

申請の翌月分から
児童１人につき月
額１５,５００円

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育している父、母または
養育者。児童が①愛の手帳１〜３度程度②身体障害者手帳１・２級程
度③脳性まひまたは進行性筋萎縮症

障害手当

申
請
期
限
は
1
月　

日
㈮
で
す
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　今回は日野市内で文化活動を広げようと頑張って
いる文化協会２３団体の中心となっている役員の皆さ
まを紹介します。
　日野市文化協会は昭和４４年に発足し、４５年以降、
市の委託を受けて現在の日野市民文化祭を行ってい
ます。
　発足当初から現在まで理事として頑張っている方
もいます。
　これからも市民の皆さまに足を運んでいただける
ような文化祭にするため、努力をしていきます。ぜ
ひ、今年の文化祭にご期待ください。
市民文化祭期間　９/３㈯～１１/２３㈷

文化活動の拡大に尽力～文化協会


